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○司会 

 ただいまから平成30年度第３回大阪市地域包括支援センター運営協議会を開催させて

いただきます。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては大変お忙しい中ご出席を賜りまして、まことに

ありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長代

理の大北と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず皆様方のお手元に配付しております資料の確認をお願いいたします。 

 まず、本日の会議の次第でございます。次に本協議会の設置要綱、それとその次に委員

名簿でございます。 

 以降が資料になりますけれども、右肩の資料番号をご確認いただければと思います。 

 まず、１点目としまして資料①地域包括支援センター運営業務受託予定法人等の選定に

ついてでございます。資料②としまして、地域包括支援センターの体制強化について

（案）でございます。資料①は、現段階ではちょっと配付はさせていただいておりません。

事項として①ということでさせていただいています。資料としましては、先ほど申し上げ

ました資料②からです。地域包括支援センターの体制強化について（案）ということと、

資料③ということで地域包括支援センター運営方針（案）についてでございます。資料④

としまして平成29年度高齢者虐待対応状況についてでございます。資料⑤としまして地

域包括支援センター応用評価結果一覧の修正についてでございます。 

 次に、参考資料といたしまして、参考資料①大阪市の地域ケア会議でございます。最後

に参考資料②としまして、地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について

（厚労省通知）というものでございます。 

 以上でございますけれども、全ておそろいでしょうか。もし不足等がございましたら事

務局までお申し出いただければと思います。 

 続きまして、委員の皆様のご紹介でございますけれども、本年度３回目の開催というこ

ともありまして、お手元の委員名簿により紹介にかえさせていただきます。 

 なお、雨師委員、高橋委員、直木委員、早瀬委員におかれましては、ご都合により欠席

されております。宮川副委員長は、来られる予定ですけれどもちょっとおくれて来られる

ということでお聞きしております。 

 また、事務局職員につきましては時間の関係上省略をさせていただきたいと思っており

ます。 

 それでは、会議に先立ちまして、福祉局認知症施策・地域包括ケア推進担当部長の井上

よりご挨拶を申し上げます。 

○井上部長 

 大阪市福祉局の井上でございます。今年度３回目の地域包括支援センター運営協議会の

開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 
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 委員の皆様方におかれましては、本日ご多忙の中、本協議会にご出席賜りまして、まこ

とにありがとうございます。また、日ごろより本市高齢者施策の推進にご尽力いただいて

いますことをこの場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 地域包括支援センターにつきましては、皆様ご承知のとおり地域包括ケアシステムの中

核的な役割が期待されてございまして、その運営は公正、中立かつ安定的、継続的に行わ

れる必要があるということでございまして、このため、本市におきましては全ての地域包

括支援センターを公募による選定を経た上で新たに更新、委託を行うというところでござ

います。 

 本日の運営協議会におきましては、今年７月から募集をさせていただきました６区16

圏域の地域包括支援センターと６区の認知症強化型地域包括支援センターの運営法人の選

定につきましてご審議賜りたいというふうに考えてございます。 

 また、本年４月施行の改正介護保険法、これに基づきまして７月に国におきます全国統

一のセンターの評価指標が示されたところでございまして、この評価結果をもとに保険者

は今後、センターの体制充実等につきまして検討する必要がございます。 

 もう一つは、国の評価結果を受けました地域包括支援センター体制整備の考え方であり

ますとか評価の各項目の内容等を反映いたしました来年度のセンターの運営方針等につき

ましても協議を頂戴いたしたいというふうに考えてございます。 

 限られた時間ではございますけれども、皆様方より忌憚のないご意見を賜りますようお

願い申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○司会 

 本日の運営協議会は、審議会等の設置及び運営に関する指針の基準に基づきまして公開

することとなります。ただし一部、議事内容により、会議にお諮りした上で非公開とさせ

ていただく場合がございますので、よろしくお願い申し上げます。公開となる部分につき

ましては、ご発言いただいた委員のお名前及び事務局職員の発言者氏名を含めまして議事

要旨とともに議事録を作成しまして、本市ホームページにおいて公開することとなります

ので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、以後の会議の進行を白澤委員長にお願いしてまいりたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○白澤委員長 

 それでは、皆さん改めましてこんにちは。きょうは第３回の委員会でございますが、大

変重要な議題もございますので、どうかよろしくお願いします。 

 それでは、議事を進めてまいりたいと思いますが、事務局にお願いいたします。 

○司会 

 それでは、会議の審議に入ります前にお諮り申し上げます。 

 議題１、地域包括支援センター運営業務受託予定法人等の選定についてにつきましては、
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審議会等の設置及び運営に関する指針において定めております会議の非公開事由の一つで

ある公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれがあると認められる情報というものに当たりますことから、非公開とさせていた

だきたいと考えておりますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○司会 

 ありがとうございます。 

 議題の地域包括支援センター運営業務受託予定法人等の選定についての審議につきまし

ては、非公開となりました。 

 

 【非公開】 

  以下の議事について非公開で審議。 

  議題（１）地域包括支援センター運営業務受託予定法人等の選定について 

   ・地域包括支援センター・認知症強化型地域包括支援センターの選定について決定 

 

○白澤委員長 

 では、次の議題について事務局から説明をお願いいたします。 

○多田課長 

 福祉局の多田でございます。 

 それでは、地域包括支援センターの体制強化についてということで資料②をごらんくだ

さい。 

 今年４月に地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律

が施行されました。全市町村が保険者機能を発揮し、地域包括ケアシステムの強化に向け

て取り組んでいくということになりました。 

 この法改正では、「市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状

況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更

その他の必要な措置を講じなければならない。」と定められておりまして、この規定を受

けて国におきましてはことし７月に全国統一の評価指標を示しました。 

 指標には地域包括支援センターの職員配置に係る項目も含まれておりまして、それによ

りますと、自治体を単位として、センター職員１人が担当する第１号被保険者数が1,500

人以下であることがふさわしいものとされております。 

 国の調査によりますと、全国の自治体の半数強、55.2％は既に指標を上回る職員配置

を行っているということでございます。本市におきましては、これまで包括圏域ごとに第

１号被保険者2,000人に１名の職員を配置するという基準配置職員に加えまして、自立支

援型ケアマネジメントなど特定の業務を担当する職員を配置し、地域包括支援センターの

体制強化を図ってまいりましたですけれども、それらの担当職員も含めて全国統一の評価
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指標は下回っているというような状況でございます。 

 さらに、本市の地域包括支援センターでは、平成28年度から29年度の１年間で約５万

件増加しているなど、相談件数が現基準で包括の配置を始めました平成22年度と比較す

ると2.8倍に増加しております。また、要支援・要介護認定者数の割合が全国平均よりも

高い状況が続いているなど、他都市と比較しても職員１人当たりの業務量が多く、常に業

務が繁忙な状況となっており、むしろ全国の平均的な自治体と比較しても体制強化の必要

性というのは高いものと考えております。 

 そこで、平成31年度につきましては全国統一の指標を目標に体制の強化を図ってまい

りたいと考えております。しかしながら、指標に基づく増配置は、今のところの試算では

全包括に一律に配置できる人員規模とはならない見込みとなっております。そのため、総

合相談対応数であるとか虐待の対応件数、またケアマネ支援数など客観的指標に基づき、

高齢者支援の充実がより求められる圏域を選定いたしまして、その圏域を担当する地域包

括支援センターに重点的に人員を配置していきたいと考えております。 

 委員の皆様方からは、体制を強化する地域包括支援センターの選定方法やその視点など

についてご意見を頂戴したいと考えております。 

 本日、委員の皆様からご意見をいただいた上で検討をさらに進めさせていただき、次回

の第４回運営協議会の場で決定させていただきたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○白澤委員長 

 どうもありがとうございます。 

 国は高齢者数の状況が1,500人以下が１人当たりの高齢者数だと、こういうふうに規定

しているわけですが、まだそこまで至っていない。ただ、相談件数が随分ふえているので

人員の整備をしたいということなんですが、どういう基準で整備をしていったらいいのか

という意見ということでございます。いかがでしょうか。 

○新田委員 

 よろしいですか。 

○白澤委員長 

 はい。 

○新田委員 

 実は、これに関しては今まで人をふやして、そのかわりに業務をふやせだったんですよ。

今回初めて配置基準をふやしていただくということで、66か所の地域包括があるんです

けれども、非常にありがたいなと。ただ、何かどこかで基準をつくらんといかんというの

で、先ほど事務局から提案があった例えば相談件数、１年さかのぼるのか２年なのか、そ

れから虐待件数、ただ、それは延べなのか実なのかとか、相談、質の中身はどうなんやと

いうたらこれは話が決まらないと思うんですよ。だから、どこかで切って、例えば配置基
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準で割って１人当たりの業務量を出して比較して、66包括の中から例えば0.5であれば30

か所、１人であれば15か所になるわけですか。それについてどこかで幾つかの評価基準

を出した中でもう決めていただくと。それは、いわゆる今まで頑張ってきた相談等をやっ

ている、ケアマネ支援をやっている、虐待対応をやっている包括に対するインセンティブ

というか、成功報酬という言い方は悪いんですけれども、そういう意味では包括的には一

つのやる気になるん違うかなという形で、そういうどこかで割り切った幾つかの今までの

評価があるわけですから、その数字を１人当たりで割って比較していただきたいなという

ふうに思います。 

 以上です。 

○白澤委員長 

 ほかにいかがですか。 

 これ、しかし変動していくよね。今のような話、新田委員がおっしゃっているようなこ

とを言うと、相談ケースが減ったりするとどうなるのかとか。 

○新田委員 

 ただ、１年というよりは、できれば１回やったら、さっき言った過去１年か３年さかの

ぼるかわかりませんけれども、例えば３年間それでいくとか。 

○白澤委員長 

 それでいかないと困るよね。 

○新田委員 

 そうですね。毎年また変えていったら数だけ上げていっても困るわけですから、だから

例えば３年はいこうと。 

○白澤委員長 

 一つ今ご意見が出ているのは総合相談の件数と虐待件数。 

○新田委員 

 あとはケア会議、ケアマネ支援ですか。 

○白澤委員長 

 うん。４つが地域包括の大きな業務になるんですが、そこら辺で何かを一つの指標にし

て決めて、３年間はそのままでと。 

 それでは西嶋委員。 

○西嶋委員 

 ちょっと確認だけさせてもらいたいんですけれども、今までは2,000人といろんな業務

にかかわってプラスをされてきたということで、今回1,500人ということで基準が出たと

いうこと、そこはもう一度基準を全部つくり直すということを考えてられるのか、例えば

今ある基準、そういったのでプラス部分を配置していくというふうに考えられるのか、多

分、実際に運営されている包括のほうで大きな変動があるとなかなか厳しい面も出てくる

のかなというふうに思ったものですから、どういった方針でそこは考えていかれるのかな
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というのを教えていただけたらなと思っているんですけれども。 

○白澤委員長 

 どうぞ、事務局。 

○多田課長 

 国の要綱に基づきます2,000人に１名の配置基準というのは包括ごとの配置基準でござ

いまして、これは一定、守るつもりにしております。 

 今回の1,500人に１名というのは自治体ごとの一つの指標ということになっております

ので、例えば1,500人に１名の考え方で大阪市全体で考えたときに何名かプラスになると

きに、それを例えば包括ごとに見たときに、包括ごとに1,500人に１人に必ずしもならな

いということになりまして、若干考え方を２つの基準でいくというような形でわかりにく

いとは思うんですけれども、包括ごとには一定、高齢者人口2,000人に１人という基準を

守りつつ、大阪市全体で見たときに1,500人に１人にするには何人体制が必要かというこ

とを考えて、今回のように、今ご意見をいただいておりますように重点的に評価すべき圏

域を設定して、そこからプラス2,000人に１人の包括ごとの基準の上に積んでいくという

ことを今のところは考えております。 

○白澤委員長 

 よろしいですか。 

○西嶋委員 

 今の基準にプラス、今の上に載せていく考え方ということで、そこは下げたような感じ

で一から出直しということではないということでよろしいんでしょうか。 

○多田課長 

 そうです。 

○白澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○宮川副委員長 いいですか。 

○白澤委員長 はい、どうぞ。 

○宮川副委員長 今のご説明、ちょっと僕の中でわかりにくかったんですけれども、基本

的にこの文章を読みますと、評価部分を見ると、基本的に国は初めてというか、新たに基

準を出されて、要はセンター３職種に関して高齢者数2,000人に対して１人じゃなくて、

1,500人に対して１人ということを言いはったと思うんですよ。これ、非常にシンプルな

話で、単純に言うと今まで2,000人に対して１人、それが1,500人になるんだから二十

数％恐らく包括の人数は大阪市全体で捉えたとしてもふえなくちゃいけない、基本的には

２割以上、恐らく。ただし、大阪市は特別に、2,000人に１人だけれどもプラスアルファ

で幾つかの基準によってプラスに乗っけてきていたということの基準はすばらしいことで

あって、数が充足されていれば当然オーケーなわけだけれども、まずは1,500人に対して

どれだけ国が示した基準でいえば何人が必要なのか、大阪市全体で結構ですから、それを
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個々に一遍に当てはめるということは乱暴な話になるので、それを心配されているご意見

が今まで出てきているわけです。 

 まずは、トータルでどれだけの数が本当に必要なのか、国基準を守るとするならばとい

うことを出していただかないと、次のステップの話にはならないですよ。十分それだけや

ってもクリアできるだけの今のプラスアルファがあるんだということであれば、その足ら

ない分をどうしていくかというのが今、課長がご説明された方向性でいいとは思うんです

けれども、それと余りに乖離が激しければ、これは市民に対して、ほかの市町村に対して

大阪市だけが特別緩い基準になってしまうのであれば、それは不利益をこうむることにな

ってしまうので、まず人数をきちっと出した上でのお話にしていただかないと次のステッ

プに進めないというふうに思うんですけどね。 

○白澤委員長 

 事務局、ありますか。 

○多田課長 

 基準につきましては、予算要求の関係もあるんですけれども、今一定大阪市全体で自治

体レベルで1,500人に１名の職員配置を考えたりするとどれぐらいになるのかというのは、

参考で一番下の行に書かせていただいております。第１号被保険者数が69万3,968人、そ

れを1,500人で割りますと463になると。現行が、上のほうに書かせていただいておりま

すけれども、基準職員、それからブランチ、地域ケア推進担当、自立支援型等を合わせま

すと448名になりますので、この差が自治体ごとの1,500人に１名を言うときに一つの指

標になるのではないかなということは考えております。 

○宮川副委員長 

 ということは、シンプルに15名の人を来年度ふやせば一応はクリアできるということ

ですよね。ですから、それを目標にやっていくということですよね。それをあとは、白澤

委員長がおっしゃったとおり、年度によっての差はあるだろうけれども、少なくとも当初

それでスタートしてあげないと、老人人口が激変するなんていうことがあればそれはそう

でしょうけれども、そうでない限り15名が当面の目標となってくるんですか。はい、あ

りがとうございます。 

○白澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 大阪市は今まで0.5人とかいろんな議論があって、僕は余り0.5人というのはよくない

と。本当に0.5人の仕事をしているのかというのがなかなかわからなくて、１人となって

いると必ず人はいると。0.5人というと、どこであとの0.5人がどうなっているのがわか

りにくいと。そういう意味では、できる限り１人という単位で配置をしていくというのが

非常に大事だなというように思っているんですが。ただ、今の数字というのは15ですか

ら、地域包括の３か所に１つぐらいになるんですかね。 

○新田委員 
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 よろしいですか。 

○白澤委員長 

 はい。 

○新田委員 

 ただ、もちろん人を0.5に割れなくて、今まで0.5で困っていたんですけれども、66と

いうのが15ということになったら、例えば15の実績と16の実績で配置が全然違ってくる

んですよね。 

 それと、もっと現実的に言えば、配置基準が3.5でいいところで４人加配というか、４

人いてるところもあるんですよ。そうしたときに、もちろん0.5というのはよくないんで

すけれども、0.5で考えたら15か所ではなくて30か所にという話もあるのが、約２分の１

が拾えるんですよね。 

○白澤委員長 

 そうすると、そこら辺配慮するとすれば、できる限り0.5の部分というのは１人でとる

と。0.5がいっぱい並んでいるというのは困ると、こういう話も同時に起こる話だと思う

んです。これ多分予算要求と絡んでいるんだろうと思うんですが、もう少し、15という

数字って一つ一つの包括を見たら1,500という数字をクリアしているのかどうかというの

を一つ一つの包括で見た場合とどう違うんですか。 

○多田課長 

 一つ一つの包括ごとに1,500人に１人の基準にしますと相当数の職員増が必要というふ

うに計算上はなりますので、まずは国の基準であります自治体ごとにこの基準、1,500人

に１名というところをまずは第１段階で出すのが現実的かなというふうに思っております。 

○白澤委員長 

 いや、恐らく15人で済まないんだと思うんですね、これ。各地域包括を一つ一つ見て

いって、足らない場合に埋めていくと数が結構ふえると。それ以上は、地域包括が大変厳

しいという状況があるんだったら、予算要求できちっとそういう意味でここのところは保

障されているかどうかの確認をするという作業も必要なんじゃないか。あえて大阪市とし

てあっても、一つ一つの包括でその意味ではクリアできていない場合もある。 

 ということで、正論から言うと一つ一つの包括がクリアできているかという確認をして、

ましてや今から高齢者はふえるわけですから、そういう意味では少し余裕を持った対応を

しておいたほうがいいんではないかなというのは個人的に思うんですが、ほかにいかがで

しょうか。 

 きょうは審議というか、何か決定するというよりもいろんなアイデアを皆さん方からい

ただくと。最終的には、これはお金の問題も絡むわけですから、今から今の予算の中でご

議論いただくことになるんだろうと思いますし、余り３年間変動しない形でお渡しをする

ということと、新田委員から0.5人でもいいんじゃないかと。しかし、そのときの議論と

いうのは僕、何か0.5人でいくけれども１人になるようにするというような条件が必要な
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気がするんですが、そういうことも勘案して事務局でご検討いただくというのでよろしい

でしょうか。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 それでは、体制強化を図っていくということで委員の皆さん方からも大変大事なことだ

と、こういうことの評価を得ましたが、具体策につきましては事務局のほうでご検討いた

だく、こういうふうにさせていただきたいと思います。 

 それでは、続きましてきょうの審議事項のもう一つ、地域包括支援センター運営方針

（案）について事務局からご説明をお願いいたします。 

○多田課長 

 福祉局の多田でございます。 

 それでは、議題３地域包括支援センター運営方針（案）につきましてご説明いたします。 

 資料③をごらんください。 

 本市では、この運営協議会での議論を経まして、包括的支援事業の実施に係る運営方針

を地域包括支援センターに示しております。今年度は、介護保険法の改正の趣旨である自

立支援・重度化防止を受けて、自立支援型ケアマネジメントに資する地域ケア会議の項目

を追加いたしました。 

 来年度の運営方針を地域包括支援センターに示すに当たりまして、ことし７月に国から

示されました、先ほどもご説明しましたけれども、地域包括支援センターの事業に関する

全国統一の評価指標の視点等も盛り込んでいく必要があると考えております。運営方針に

つきましても、ご意見をいただいた上で、次回の協議会の場で決定していきたいと考えて

おります。 

 それでは、資料③の運営方針（案）をごらんください。 

 今回、来年度に向けて追加する部分を太字にしまして、下線を引いております。 

 まず、前文につきましてですけれども、「地域包括ケアシステムの構築」を「地域包括

ケアシステムの深化・推進」に変更しております。これは、高齢者保健福祉計画に合わせ

る形で「構築」を次に「深化・推進」させていくということに計画上もしておりますので、

合わせております。 

 次に、４番目ですけれども、介護予防に係るケアマネジメント（第１号介護予防支援事

業等）の実施方針につきまして、「多様な地域の社会資源の活用」を追加いたしました。

これは、国が示しました全国統一の評価指標におきまして、このような多様な地域の社会

資源は複数の項目で評価対象となっていることから、こうした視点を入れることを考えま

した。 

 また、５番目、介護支援専門員に対する支援・指導の実施方針につきましても、全国統

一の評価指標を参考に、「介護支援専門員のニーズに基づいて、計画的に」支援を行うと

いうことを入れております。 

 ６番目、地域ケア会議の運営方針につきましては、地域課題の取りまとめや課題対応に
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取り組むことは、個別ケア会議、自立支援に資するケア会議の双方に関係することでござ

いますので、まとめた記載となるよう上に出してきております。 

 ７番目、区との連携方針につきましては、各区独自の地域課題などに対応するため、区

運協などで議論した内容を事業計画に反映させるということを明記いたしました。これま

での１項目め、区の運協に報告を上げるだけでなく、地域包括支援センターは区運協と一

体として、その方針に基づき地域の高齢者支援を進めることを反映させたものでございま

す。 

 最後に、裏面をごらんください。 

 最後の９番目でございますけれども、その他に、これも全国統一の指標におきまして個

人情報保護関連が複数の項目で評価の対象となっていることでありますことや、昨年度、

一昨年度、地域包括支援センターにおきまして個人情報の漏えい事故が複数件起こったこ

とも受けまして、個人情報保護に関する方針を追加しております。 

 変更点については以上です。よろしくお願いいたします。 

○白澤委員長 

 どうもありがとうございます。 

 何かいろんな会議があって大変ややこしいですね。これ、あれもちょっと説明してもら

ったらどうかと思ったんですが、大阪市の地域ケア会議、多分これと関係しているんだろ

うと思うんです。大阪市はどういう会議がどういうようにつながっているのかというのを

少しご説明いただくとありがたい。 

○多田課長 

 大阪市の地域ケア会議の体制につきましては、後ろから２つ目の参考資料①をごらんく

ださい。 

 地域ケア会議につきましては、まず一番左の包括圏域ごとに、地域包括支援センターに

おきまして地域ケア個別会議を行っております。これは、支援困難件数の支援方針を関係

者が集まり検討するという会議でございますけれども、下に強調しておりますけれども、

31年度からはこれに加えまして要支援認定を受けた方のケアマネジメントを検討する地

域ケア会議も開始しております。 

 こうした２つの地域ケア個別会議、また自立支援型のケア会議で個別事例の検討を通じ

て見えてきた地域に共通する課題を取りまとめます。その結果を区レベルの地域ケア推進

会議、これは各区の運営協議会と兼ねているところが多いですけれども、区の地域ケア推

進会議で包括から出てきた地域課題の内容について検討を行い、それの解決に向けて、包

括圏域で取り組むべき課題か区域で取り組むべき課題か市レベルで取り組んでいく課題か

について区分けをいたします。それで、それぞれのところで解決に向けて取り組んでいく

というような流れになっております。 

 市レベルの課題につきましては、各区の地域ケア推進会議から市レベル、一番右ですけ

れども、市地域ケア推進会議、これは本日の市運営協議会と兼ねておりますけれども、こ
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こで地域ケア会議から見えてきた市レベルの課題について集約を行うというような、そう

いう仕組みになっております。 

○白澤委員長 

 そういうことをベースにして運営方針を見ていただくということで、地域ケア個別会議

や自立支援型ケアマネジメントと地域ケア推進会議と、こういうようにいろんなことが並

んでいますが、こういうかかわりの中で位置づけをしていると、こういうことでございま

す。何かご質問なりご意見ございませんでしょうか。 

○新田委員 

 確認でいいですか。 

○白澤委員長 

 はい。 

○新田委員 

 参考資料の今説明があった絵の中で地域ケア会議はどこに入るんですか。 

○多田課長 

 地域ケア会議は３種類ございまして、まず地域ケア個別会議、個別の支援方針とかケア

マネジメントを検討する個別会議、それとその振り返りを行う会議、ここにはちょっと書

かれておりませんけれども、それと見えてきた課題の取りまとめを行う会議、それと地域

ケア推進会議、区レベル、市レベル、これらを全て地域ケア会議としております。 

○新田委員 

 絵の中に落とし込んでくれたほうがわかりやすいというか……。 

○多田課長 

 申しわけありません。修正をさせていただきます。 

○白澤委員長 

 地域包括がわからんかったら困るね。 

○新田委員 いいです。 

○白澤委員長 いいの。 

 国は、地域ケア個別会議と地域ケア推進会議をあわせて地域ケア会議と言っている。こ

こで言えば、地域ケア個別会議がここにあるのと、大阪市の場合は区と市があるから２つ

の会議と、こういうようにあわせて地域ケア会議と言っているということで、いいんです

が、それでは自立支援型のやつも地域ケア会議の一つだと、こういうように大阪市は位置

づけている。ここがもしかしたら違うところかもわからない。ここは恐らく、全国的に要

は地域ケア個別会議というのと自立支援型ケアマネジメントというのを一体的にやってい

るところが多いわけで、大阪市はそこを少し整理して両方やると、こういうようになって

いるんだろうと思いますが、よろしいでしょうか。それを運営方針の中できちっと位置づ

ける、こういうことだと思いますが、よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 きょうは地域福祉課も来ているんですけれども、これは8050問題なんかになると地域

福祉とうまく接点をとれるのか。昔の３層５段階みたいな話になります。接点をうまくと

れるかどうか。 

○坂田部長 

 生活福祉部長の坂田です。 

 今、地域ケア会議の話につきましては、法定の会議というようになっていますので、こ

ういう法定の会議を使って今、つながる場というのをこれから31年度でやらせていただ

こうと思っていまして、それは複合的な問題を解決していくということになりますので、

高齢の分から出てきた複合的な課題については地域ケア会議なんかを中心につながる場と

いうことで今の方が集まっていただいて課題を解決していくということでやらせていただ

こうと。31年から全市的にやっていこうと思っておりますので、それについて地域福祉

と高齢のケア会議というのは影響がちょっと出るかなというふうに考えています。 

○白澤委員長 

 よろしいですか。だから、いわゆる地域ケア個別会議は自立支援型ケアマネジメントを

している地域ケア会議の中で8050問題があるとつながりの場というところにつなげてい

くというまた会議がある、こういういろんな会議をつくるということですか。そういうこ

とでよろしいでしょうか。 

○坂田部長 

 新たな会議をつくるというか、この会議を拡大してやっていくということです。 

○白澤委員長 

 これを拡大して。 

○坂田部長 

 地域ケア会議の法的根拠を活用してその会議をつくることになります。 

○白澤委員長 

 わかりました。 

 はい、どうぞ。 

○上田委員 

 すみません、ちょっとわからなくて聞くんですけれども、地域ケア個別会議とかいろい

ろな会議がとにかくいっぱいありまして、今見えてきた課題をまず地域包括支援センター

で話し合って区レベル、市レベルにいくんですけれども、具体的に例えばどんなことが区

の会議で上げられて、具体的にどういうことが市のレベルになるのか、ちょっと例で示し

ていただくとわかるかなと思うんですけども。 

○白澤委員長 

 事務局、いかがでしょうか。 

○多田課長 

 毎年、地域ケア会議から出てきた課題につきまして、地域ケア推進会議で整理されたも
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のが区の運協、市の運協のほうに報告されております。すごく項目としましては認知症、

それから複合的課題、権利擁護、そういったことが大きな柱として上がってきている状況

でございます。非常に細かい課題がそれぞれの各区から上がってきておりまして、一例と

して、ちょっと準備不足もありまして委員にぱっとご提示できないんですけれども、例え

ば認知症高齢者がふえているけれどもなかなか地域の住民の認識とか理解不足があるとい

うようなことがあって、それに関して包括圏域でしたら包括圏域で例えば徘回訓練とか認

知症の方への声かけの訓練とかそういう地域団体と一緒になって認知症の方の理解が進む

ような、そういう勉強会であるとか取り組みをするというような、そういう課題が包括圏

域ではあります。 

 例えば、区域でしたら区民のそういう認知症への理解が深まるために区民対象の講演会

であるとか、例えば多職種、専門職向けの講演会、勉強会を区レベルでやっていくとか、

市域では例えばもっと大々的にキャンペーンを張るとかマスコミを使うとか、そういう広

く認知症の理解が深まるようにとか、余りいい事例ではなかったんですけれども、そのよ

うに理解を深め、例えば認知症の啓発をするためにはそれぞれの役割、区域でやることが

あるんじゃないかというような、そういう提案もございました。 

○白澤委員長 

 よろしいですか。 

○上田委員 はい。 

○白澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 運営方針の話であって、これは参考までということで出してもらったんですが、実は大

変この図って重要な意味を持っていて、気になっているのは、複合的な問題があったとき

にこの対応とどういうふうにうまくジョイントさせていくのかと。先ほど、つなぎの場と

いう話がありましたが、現実には地域には地域包括もあれば生活困窮者の相談センターも

あれば、あるいは障害の相談支援事業所もある。そこがどううまく、やっぱりどこかが中

心にならないかんのか、全く別個のつなぎの場というのをつくってやっていくのか、これ

は全国の動向を見ると、生活困窮者相談センターを中心にやろうとしているところもあれ

ば地域包括を中心にやろうとしているところもある。そういう中で大阪市がどういうよう

な方向でそのあたりをつなぎの場という独立したもので１点つくり上げていくのか、場所

はないけれども形というんですか、そういうようなことがこの中にうまくイメージできて

くると、全ての世代を介した支援ができる道筋ができてくるということで、大変重要な手

だと思います。 

 ほかにご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、運営方針、ここに書いてある６のところを理解していただくために準備もし

たんですが、お認めをさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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○白澤委員長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、審議事項はこれで終わりで、報告事項が何点がございますが、１番目の報告

事項は平成29年度高齢者虐待対応状況について、事務局からご説明をお願いします。 

○向井課長 

 福祉局生活福祉部相談支援担当課長の向井でございます。よろしくお願いします。 

 皆さんのお手元の資料④をごらんください。平成29年度高齢者虐待対応状況について

ということでご報告させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、いつも正式な高齢者虐待の厚労省の統計につきましては

12月ごろにプレスリリースされる予定なので、今回は大阪市の速報値ということでご報

告をさせていただきます。 

 資料を１枚めくっていただきまして下段なんですが、養護者による虐待ということで、

おうちで発生するものにつきまして、その虐待について説明をさせていただいています。 

 件数的には、ちょっとでこぼこはありますがおおむね増加傾向ということで、平成29

年度は昨年度よりもさらに増加しまして、960件の相談・通報届け出を受け付けておりま

す。そのうち353件が虐待と判断され、判断した率につきましては36.8％ということにな

っております。 

 １枚めくっていただきまして、資料の番号は３になっておりますけれども、どのような

方からそのような相談や通報があるのかというのをお示しさせていただいております。こ

れは大阪府下の特徴的な状況でして、警察からの相談、通報が最も多いということになっ

ております。これは、全国的に見ますと大阪で２番目に書いてありますケアマネジャー、

介護支援専門員さんからが全国的には多いんですが、大阪府は府警本部さんが非常に熱心

に通報してきてくださっているということで、第１位、これは府下全体というような傾向

になっております。 

 その次、下段にまいりまして、どのような虐待類型が多いのかということですが、一番

上に、目につきやすいというかわかりやすい身体的虐待が全体の中でも一番多いというこ

とですが、実際の虐待につきましては、身体的虐待がそれだけで起こっているというので

はなくて、たたかれるだけではなくて、いろんなことを言われて精神的にも虐待を受けら

れ心理的虐待があったり、お金をとられたり、それだけではなくて介護もしてもらえない

ということでいわゆるネグレクト、放置・放棄と経済的虐待がセットになっているという

ような複合的、類型としては幾つかのものにわたって発生しているというのが現状になり

ます。 

 次に、右側に移っていただきたいんですが、どのような方が虐待を受けやすいかという

ことなんですが、まずは男性よりも女性が、そして年齢は上がれば上がるほど、介護度に

つきましては、これも上がれば上がるほど虐待を受ける率が高くなっております。ここに

は発生数を載せさせていただいておりますけれども、例えば大阪市の高齢者の男性、女性
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の数を分母にさせていただいた場合も、女性のほうの発生率が男性より高い。年齢につき

ましても、５歳刻みを分母に大阪市の人口をした場合も発生率はどんどん上がっている、

要介護度も同じということです。そして、虐待と最も関係があるのが認知症でして、認知

症がある方につきましては非常に虐待が発生しやすいということも統計上はわかってきて

おります。 

 次に、下段ですが、どのような方が養護者による虐待者となり得るかということなんで

すが、一番多いのが息子で全体の38.3％、娘と足して子供からの虐待というのが全体の

半分以上を占めているというところが現状です。これは、国勢調査で大阪市で高齢のお母

ちゃんと息子または娘の世帯の数を分母にしたときも、やはり息子とおばあちゃんの世帯

で発生している率というのがここにある数だけじゃなくて発生率としても高いということ

がわかっております。 

 １枚めくっていただきまして、次は要介護施設従事者等による虐待ということで、施設

における虐待とかケアマネジャーさんとかヘルパーさんから、居宅サービスにおいてもそ

ういう介護の従事者からの虐待がどれぐらい発生しているのかというのを示しております。

これにつきましては非常に年々増加しておりまして、特にサービス付き高齢者向け住宅や

有料老人ホーム等いろいろ高齢者の施設もふえておりますけれども、要介護施設従事者の

要介護施設に当たるところに入所されている方も非常にふえておるということで、件数が

増加しております。入所の方の数等も含めましても、通報率、発生率ともに少しずつ上が

ってきているという現状にあります。 

 どのような虐待が施設の中で起きているのかということですが、これにつきましては身

体的虐待が最も多いということがわかっております。 

 次のページ以降は今説明させていただいたものの詳しい表になっておりますので、パワ

ーポイントの資料で虐待状況について説明をさせていただきました。 

 以上です。 

○白澤委員長 

 どうもありがとう。何かご質問ございませんでしょうか。 

 これは、警察が結局高いというのは、大阪府というんですか、そしたら大阪市以外もや

っぱりそういうふうに高いんですか。 

○向井課長 

 府下全域の状況でして、府警本部が届けごとの単位なので非常に多い。これは多分、児

童虐待とか障害者虐待、ＤＶも含めて非常に大阪府警さんが積極的に通報されているとい

うのがあります。 

 あと、ちょっとつけ加えて言いますと、警察からの通報の特徴としましては、虐待でな

いと判断される通報が非常に多いというのがあります。あと、もう一つは非常に深刻なも

のの通報があるということもあるので、そういう意味では警察からの通報は軽視できない

という点があります。 
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○白澤委員長 

 どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○小林オブザーバー 高齢者虐待が数がふえているというのは表でわかるんですが、この

表を見ると息子さんが多いみたいで、介護の息子さんというのはご自身で虐待していると

いう認識があるのかですとか、あと介護疲れであるとか、そういうなぜ虐待したかという

理由はどの辺にあるんでしょうか。 

○向井課長 

 分析として幾つか挙げているものがありまして、実はこれ順位で息子、娘や夫、妻とい

うふうになっていますが、やはり男性の介護者というのは女性と違っていろんな意味で不

慣れという部分もありますし、地域からのサービスの提供を受けにくいというか、ややこ

もりがちな部分もあって、一人で抱えやすいということもあって、男性の介護者としての

一つのくくりがあるのかなということがあります。 

 あともう一つは、おっしゃっていただいた虐待しているという認識があるのかどうかと

いう点につきましては、まず一つは、虐待の判断として虐待者が自分は虐待をしていると

いう認識があるかないかは関係ないということにしていますので、多分ない方も多いんだ

と思います。その理由は、なぜかというと、やはり虐待ですということでお母ちゃんかお

じいちゃんをお呼びしたときに、私は虐待をしていない、何でそんなことを言うのかとい

う答えは非常に養護者から多いので、そういう意味では虐待者としての認識というのはほ

ぼないのかなというふうに思っております。 

 ただ、どの方も非常に一生懸命介護をした上で虐待になってしまったという状況もあり

ますので、そこはいわゆる刑法で罰するのではなくて、その方にも一定の支援が必要だと

いう虐待防止法の理念に沿って私たちは対応していかないとあかんかなというふうに考え

ております。 

○小林オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 虐待されている方もそうなんですけれども、認識がなくて虐待している、もしくは虐待

されている方自身も虐待されているという認識がない場合があります。虐待はふえている

んですけれども、実際そういう権利擁護に関する対応として後見制度ですよね。27年度

から件数がどんどん下がってはいるんですけれども、大阪府のほうでは市民後見の活用で

すとか結構訪問とかでわかってはいると思うんです。この件数が下がっているという部分

は日常生活、これは自立支援事業も含めてどのように考えられていますか。 

○向井課長 

 市長申し立ての件数。 

○小林オブザーバー そうですね。これは市長申し立てのみの件数ですか。 

○向井課長 
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 通報件数ですか。 

○小林オブザーバー ごめんなさい、後ろのほうの表の10番の権利擁護に関する対応の

ところです。 

○向井課長 

 確かに、これを見ますと件数は減っています。実際、虐待の対応の終結として、マニュ

アルにも書いているんですけれども、市長申し立て、成年後見制度を最後に使って虐待を

終結させていくというのが一つの流れで、虐待の数がふえればその分だけ成年後見制度の

市長申し立ての数は普通はふえていくべきというふうに思っているんです。一方で、通報

はふえていますけれども、先ほども申し上げましたように、虐待と判断した数というのは

実は減っているんです。それは多分、虐待に至るもっと前の段階での通報を関係機関やご

近所の方からいただけているという意味では、この間の10年にわたる虐待に関する広報

が少しずつ実を結んでいるのではないかなというふうに、ちょっとプラスに評価をしてい

ます。 

○小林オブザーバー 

 わかりました。実際、包括さんからもそうなんですけれども、４月から後見のつなげる

相談が50件は超えているんです。ですので、私の感覚としては虐待もしくは後見制度が

必要という方がふえているというような認識なんです。これは包括さんだけの問題ではな

くて、三士会もそうですし私どもの行政書士会もそうですが、チームとして医療も介護も

全て一丸となって、本人の利益を守るという活動が必要なのかなと思います。 

○白澤委員長 

 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、ご報告いただきましてどうもありがとうございます。 

 続きまして、次の報告ですが、地域包括支援センター応用評価結果一覧の修正について

事務局からご説明をお願いします。 

○多田課長 

 福祉局の多田でございます。 

 それでは、報告２といたしまして、資料⑤をごらんください。 

 第２回の市の運営協議会で地域包括支援センターの評価についてご承認いただいたとこ

ろでございますけれども、東住吉区の応用評価結果につきまして修正がございました。修

正箇所は網かけで白抜きしております。 

 この理由でございますけれども、東住吉区役所からの報告誤りがございまして、東住吉

区包括、矢田包括、東住吉北包括の結果の修正が必要となりました。原因といたしまして

は、評価結果の一覧のエクセルシートの包括名の並びがここに左から東住吉区矢田、中野、

東住吉北という並びにしておりますけれども、東住吉区の中で使用している包括の並びと

違っていたということで、包括名の確認が不十分で、区担当者がそれの並びが自分たちが

日ごろ使っている並びと違っているのに気づかずに入力して報告されたということでござ
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いました。 

 こちらといたしましては、数回にわたりまして確認を依頼しておりましたけれども、担

当者が誤りに気づかなかったということで、結果として不幸中と幸いと申しますか、全体

としての二重丸と丸の数、平均点には影響がございませんでした。 

 ですので、今後の対応といたしましては、ミスをなくしていくために評価結果の一覧の

包括の並び順は、区で常時使用しております並び順にこちらのほうが修正させていただき

たいというふうに思っております。 

 なお、修正させていただきました内容で10月31日にホームページに公表させていただ

いております。 

 以上でございます。 

○白澤委員長 

 ということで、修正ということですが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○白澤委員長 

 それでは、事務局、ほかにご説明ありましたらお願いします。 

○多田課長 

 今後、次回の第４回運営協議会の日程についてお知らせをさせていただきます。 

○白澤委員長 

 これ、やらんでええの、参考資料の②は。 

○多田課長 

 すみません。参考資料②につきましては、先ほどから体制評価のところとか運営方針、

部局方針のところでもご説明させていただきましたけれども、国におきましてことし７月

に地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化についてということで、全国統一の

評価基準が示されたということを繰り返しご説明いたしましたけれども、その通知と評価

の指標と内容でございます。今回は参考につけさせていただいております。このようなも

のが国から示されまして、大阪市におきましても包括の評価につきましてこれに基づいて

変更する必要があるのかどうかも含めまして、評価部会にお諮りしていきたいと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○白澤委員長 

 ということで、これは評価部会でご議論いただくということで、せっかく大阪市がつく

ってきて、それなりの一定の地域包括のレベルを上げていくのに大変貢献してきたわけで

すが、国が考えているものとどう整合性を持つのかというのを評価部会でご検討いただき、

本委員会のほうにご提案いただく、こういう形で進めていただきたいと思うんですけれど

も、よろしくお願いします。 

 それではどうぞ。 

○多田課長 
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 それでは、第４回運営協議会の日程についてでございますけれども、次回は平成31年

度の事業実施体制や評価基準などについてご審議いただく予定でございます。事務局とい

たしまして、平成31年２月25日月曜日２時からの開催を予定しておりますので、ご予定

をお願いいたします。２月25日月曜日でございます。 

○白澤委員長 

 それでは、事務局のほうに、なければお返しをさせていただきます。どうもありがとう

ございます。 

○日裏委員 

 すみません、お願いなんですけれども、質問ではなくて。よろしいでしょうか。 

○白澤委員長 

 はい、どうぞ。 

○日裏委員 すみません。 

 在宅支援をさせていただいて15年ぐらいになるんですが、このところに参加させてい

ただいていろんなお話を聞かせていただいている中で、やっぱり一番現場のところが全然

わかっていただけていないというのがすごく大きい事柄でありまして、地域包括支援セン

ターの体制強化とかいろんなところをお話しされていますけれども、今一番心を痛めるも

しくはある程度の支援を必要とする年齢になりまして、事業所自体も、それから包括のい

ろんなケアマネジャーさんとか、それで介護支援専門員の方とかの言葉がすごく入ってい

るんですが、心がないというか、やっぱり長になられる方の人間力、そういうものの指導

をもう少ししていただけたらとすごく感じています。この会議に出させていただいていて、

いろんな努力をされていたり高齢者の方のためにいろんなことをされているのはすごく頭

の下がる思いもしていますが、現場の人間として高齢者の方の本当の心のところがわかっ

ておられるのかどうか、いつもお聞きしていて思っています。 

 だから、やっぱり高齢者の方たちに携わる方のセンター長にしろ事業所の所長にしろ、

ケアマネジャーさんにしろサ責の人にしろ、やっぱりサ責の人がヘルパーさんを指導して

いる立場にあると思いますし、そういう方々の人間力をもうちょっと意識して持っていた

だきたい。だから、高齢者の方が相談に行きたいけれども、センター長の横柄な言葉によ

って気持ちが引っ込んでしまった、そういう方もたくさんおられますし、地域の私たちも

活動に参加させていただいていますが、やっぱり出てこられる方は本当に出てこられて自

立意識もあって意欲もあられる方なんですが、行きたいけれども迷っておられる方もいっ

ぱいおられるんです。そういうときにケアマネジャーさんの言葉がどれだけ心に染みてと

られるか。 

 在宅しているときに担当のケアマネジャーさんが来られたときに、40分ぐらいご利用

者さんが言葉を交わさなくて、ケアマネジャーも要らないと、そういうことを言われるご

利用者さんが多いんです。だから、そこら辺のすごい一番下のところのお気持ちとかが全

然、ここでお聞かせいただいていまして、私にとってはここら辺の言葉が飛び交うことだ
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なと、すごく初めて参加させていただいて感じています。だから、もう少し人間力、心を、

包括の体制強化をされるにしても指導していただきたい、包括のスタッフの方とか。 

 もう一つ例を言わせていただくと、利用者さんが遠いところに通院されていまして、予

防の方でしたので包括のケアマネジャーさんが担当でした。そして、近場で探してほしい

とお願いしましたらケアマネジャーさんが、引っ越してきて移ってきたところなんでわか

りません、これで言葉が終わったんですね。私もえっと思って、やっぱり安心して意欲を

持って在宅でというのが目標ではないんでしょうか。それをケアマネジャーさんがその言

葉で終わったんです。私、その後ですぐそのケアマネジャーさんにお電話をして、包括の。

すみませんけれども、引っ越してきましたからわかりませんじゃなく、一生懸命探します

という言葉がどうして出てこなかったんですかということをお願いしましたら、いきなり、

そんなこと言うたらどうして私たちは仕事するんですかと返ってきたんですね。もうこれ

で、だめだこの人と思ったんですけれども、やっぱりどっちみち認知症だからとか、物す

ごくそういう言葉が現場で耳に入ってきています、事業所の中も。だから、もう少しそこ

ら辺のお気持ちを何とかしていただかないと、これから私たち今後支援を受けていくのに

安心しては絶対在宅生活を送っていけません。 

 だから、そのことだけをすごく思いがあって、なでしこの応募の作文に書かせていただ

いてこうして選んでいただいたんですけれども、今もお聞きしていて、本当にもうここら

辺のお話だけで、一番大事な高齢者の方のお気持ちがいっこも何か理解できていないんじ

ゃないかという、そういう気持ちをすごく感じています。 

 すみません、何か一定その分野分野のことが何もわからないので、もう少し言葉の発し

方、目と目を見てきちんと優しい言葉で発していただいて、高齢者の方は理解力がありま

せんので、やっぱり理解をしていただくように話の仕方を気をつけていただいたり、だか

らケアマネジャーさんの支援とか、今ここにも包括が載っていましたけれども、包括のセ

ンター長自体の性格がびっくりするぐらいの方です。もう望んでも無理かというところも

ありますので、そういうところをもう少し、奥の深いお仕事だと思いますので、自分自身

もすごく成長させていただきましたし感謝しています、この仕事について。だから、人生

いろんな大変な時期を過ごしてこられた高齢者の方ですので、もうちょっと心を入れてお

仕事についていただきたいと思っています。 

 すみません、よろしくお願いします。 

○白澤委員長 

 何か事務局、ございますか、法人担当として。 

 それではどうぞ。 

○西崎課長 

 事業者指導担当課長の西崎です。事業者の指定、指導の担当をしております。 

 今現在、事業者に対する指導につきましては、集団指導と実地指導の場で行っておりま

す。特に集団指導におきまして、虐待防止を中心にですが、人権研修なども行っていると
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ころでございます。今おっしゃった内容につきましては、そういった場に生かしていきた

いと考えております。 

 それともう一つ、余りに目に余るようなケースでしたら個別の通報ということでおっし

ゃっていただければ対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○白澤委員長 

 私もおおさか介護サービス相談センターというところの所長をやっているんですが、そ

れは苦情の窓口ですから、苦情の窓口に連絡をいただければ適切な対応ができると思いま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 なければ、これで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○司会 

 白澤委員長、ありがとうございました。 

 委員の皆様方におかれましても長時間ご審議、ご議論いただき、まことにありがとうご

ざいました。 

 それでは、これをもちまして平成30年度第３回大阪市地域包括支援センター運営協議

会を終了させていただきます。本日はまことにありがとうございました。 


